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株 主 各 位
大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号

代表取締役社長 坂 田 周 平
第72回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第72回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面によ
る事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えい
ただくよう強くお願い申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいます
ようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 大阪市中央区西心斎橋１丁目３番３号

ホテル日航大阪　７階「フォンタナ」
（会場が昨年と異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照のうえ、お
間違えのないようご注意願います。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第72期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算

書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第72期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第４号議案 役員賞与の支給の件

以　上

　株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布はございません。
　当日ご出席の際はマスクを着用いただき、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、
体調不良と思われる方、マスクを着用しない方のご入場をお断りする場合がございます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合、あるい
は「ホテル日航大阪」での開催が不可能となった場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載さ
せていただきます。（アドレス　https://www.denkyosha.co.jp/）
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（添付書類）
事　 業　 報　 告

（2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の継続的な金融政策を背景
に、上半期は企業収益や雇用・所得環境に改善が見られるなど、概ね緩やかな回復基調にありま
した。しかしながら、下半期は長期化する米中貿易摩擦、海外経済の減速、消費税率引き上げに
伴う消費低迷などにより厳しい経営環境が続くなか、年度終盤においては、新型コロナウイルス
感染症の拡大が国内外の経済に甚大な影響を及ぼすこととなり、今後の経済の更なる減速懸念の
高まりや社会不安などが重なり、先行き不透明感が一層強まる状況となりました。
　当社グループの主要販売先である専門量販店等におきましては、ネット通販が伸長するなか実
店舗の売上高が伸び悩むなど、業種業態の垣根を越えた価格競争が一段と激しさを増し、生き残
りを賭けた熾烈な競争が繰り広げられております。
　また、当社グループを取り巻く環境につきましても、同業他社との価格競争が激しさを増すな
ど大変厳しい状況が続いております。
　このような状況の下、当社グループにおきましては、消費者が求めている商品の発掘、消費者
ニーズを捉えたオリジナル商品の開発強化、グループ合同商談会の開催などを通じた取引先への
企画提案の更なる強化など、環境の変化に即応する営業施策を推進してまいりました。
　2019年４月1日付で、文房具・日用品などの家庭用品、衛生用品の企画製造・販売を行って
いるサンノート株式会社の全株式を取得し当社の連結子会社といたしました。
　この結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は515億７千９百万円（前年同期比9.1％
増）となりました。
　一方、利益面におきましては、売上総利益率の改善などを図ったものの、販売費及び一般管理
費の増加、並びにＭ＆Ａに係る支払手数料６千９百万円を営業外費用に計上したこと等により、
経常利益は７億５千４百万円（前年同期比6.7％減）となりました。
　親会社株主に帰属する当期純利益は、負ののれん発生益５千４百万円を特別利益に、投資有価
証券評価損４千７百万円を特別損失に計上したことなどにより、４億１千１百万円（前年同期比
18.4％減）となりました。
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　セグメントの業績を示すと次のとおりであります。
　電気商品卸販売事業におきましては、天候不順による季節商品の苦戦に加え、年度終盤におけ
る新型コロナウイルス感染症の急拡大が販売活動に大きな影響を及ぼすこととなり、売上高は
391億３千６百万円（前年同期比0.4％減）となりました。
　利益面におきましては、売上総利益率の改善などを図ったものの、配送費の増加等により、セ
グメント利益は５千５百万円（前年同期比69.2％減）となりました。
　家庭用品卸販売事業におきましては、2019年４月１日からサンノート株式会社が家庭用品卸
販売事業に加わり、売上高は108億６千万円（前年同期比73.8％増）となりました。
　利益面におきましては、サンノート株式会社が家庭用品卸販売事業に加わったことによるセグ
メント利益の増加があったものの、梶原産業株式会社におけるセグメント損失により、セグメン
ト損失１千７百万円（前年同期は１億２千３百万円のセグメント損失）となりました。
（今後の見通しについて）
　当連結会計年度終盤において、新型コロナウイルス感染症が国内外で急速に拡大し、2020年
４月には、政府より緊急事態宣言が発令されるなど事態は深刻化を増しています。同感染症拡大
が国内経済に及ぼす影響は甚大であり、収束時期についても見通せない未曾有の状況となってお
ります。
　従いまして、今後の見通しにつきましては、同感染症の収束時期によって当社グループの業績
等が大きく影響されますので、現時点では未定とさせていただきます。

⑵　設備投資等の状況
　当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資額は、９千５百万円でありま
す。

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度中における設備投資資金及び運転資金については、自己資金及び金融機関から
の借入金をもって充当し、増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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⑷　企業集団の財産および損益の状況

区 分 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期
(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 44,711 44,713 47,258 51,579
経 常 利 益(百万円) 1,029 628 809 754
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(百万円) 864 623 504 411

１株当たり当期純利益( 円 ) 138.37 102.25 82.68 67.50
総 資 産(百万円) 32,276 32,929 32,522 34,539
純 資 産(百万円) 24,415 25,086 24,637 24,564

（注）１．売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、総資産、純資産の金額は百万円未満を切
り捨てて表示しております。

２．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき算出し、銭未満を四捨五入して表示し
ております。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）を
2019年３月期より適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負
債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、2018年３月期の総資産の金額は組替え
後の金額で表示しております。

４．2019年４月１日（2020年３月期）付で、サンノート株式会社が連結グループに加わりました。

⑸　重要な親会社および子会社の状況
　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％
大 和 無 線 電 器 株 式 会 社 337 100.0 弱電機器関連商品卸販売、電子部品の販売

梶 原 産 業 株 式 会 社 60 100.0 家庭用品の卸販売

サ ン ノ ー ト 株 式 会 社 40 100.0 文房具・日用品などの家庭用品、衛生用品
の企画製造・販売

株式会社アピックスインターナショナル 93 100.0 デザイン家電製品の企画製造・販売

リ 　 ー 　 ド 　 株 式 会 社 10 100.0 家電製品の修理、商品の保管、配送、取付
設置等

株式会社システム機器センター 20 100.0 弱電設備、電気的防災および防火設備の設
計・施工

株 式 会 社 　 響 　 　 　 和 12 100.0 有料駐車場および不動産の賃貸・管理、損
害保険代理業ならびにＥＣ事業
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⑹　当社グループが対処すべき課題
　新型コロナウイルス感染症の拡大が、今後の国内経済に及ぼす影響は深刻さを増しており、経
済の更なる減速懸念の高まりや社会不安などが重なり、先行き不透明感が一層強まる状況となっ
てまいりました。
　このような状況の下、当社グループが属する生活関連商品に係る流通業界におきましては、消
費動向の一層の不透明感、業種業態を超えた価格競争がますます激しさを増し、大変厳しい状況
が続いております。
　ネット通販と実店舗との競合・融合等、流通業界の競争関係は、かつてなく複雑化し、価格競
争も一段と激しさを増してまいりました。
　こうしたなかで、政府より新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環として、緊急事態宣言や
外出自粛要請等が出されたことにより、巣籠り需要が拡大し、ネット通販での購買頻度も高まっ
てまいりました。こうした流れは暫く続くものと予想され、ネット通販への更なる販売強化が、
当社グループの事業戦略における営業施策の大きな課題の一つとなってまいりました。
　更に、流通の変遷やＩＴの進化により、流通業界における卸売業が求められる業容は、大きく
変化してまいりました。取引先からは、ＩＴを駆使したデリバリー機能、新商品やその演出方法
の販売先への提案など多岐にわたる対応が求められております。
　当社グループにおきましては、引き続き、会社を取り巻く環境の変化に即応する営業施策を積
極的に推進してまいります。
　一方、当社グループにおける財務戦略としては、安定した財務基盤と資金力を活かし、当社グ
ループのコア事業である電気商品卸販売事業、および家庭用品卸販売事業へ重点的に投資を行
い、さらに新規事業の開発も積極的に推し進め、当社グループの将来の柱となる事業として育て
てまいります。また、当社グループの企業価値向上のための事業投資は自己資金を活用するな
ど、当社グループ資産の一層の有効活用と資本効率の改善を図ってまいります。
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⑺　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
当社グループは、株式会社電響社（当社）並びに連結子会社７社（大和無線電器株式会社、梶

原産業株式会社、サンノート株式会社、株式会社アピックスインターナショナル、リード株式会
社、株式会社システム機器センター、株式会社響和）で構成されており、電気商品、家庭用品の
卸販売を主な事業としております。その他の事業につきましては、電子部品の販売、家電製品の
修理、商品の保管、配送、取付設置、弱電設備の設計・施工および不動産管理・賃貸・駐車場管
理等を行っております。

当社グループの事業内容および当社と連結子会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりで
あります。

 

電気商品卸販売事業…………当社および連結子会社の大和無線電器株式会社がメーカー（仕入
先）より商品を仕入し、家電量販店、ホームセンター等の専門量販
店、通信販売会社の他、小売事業者等に販売しております。また、
連結子会社の株式会社アピックスインターナショナルは、家電製品
を企画製造し、卸販売者や小売業者等に販売しております。

 

家庭用品卸販売事業…………連結子会社の梶原産業株式会社がメーカー（仕入先）より商品を仕
入し、家電量販店、ホームセンター等の専門量販店、通信販売会社
の他、小売事業者等に販売しております。また、連結子会社のサン
ノート株式会社は、文房具・日用品などの家庭用品、衛生用品を企
画製造し、小売業者等に販売しております。

 

電子部品販売事業……………連結子会社の大和無線電器株式会社が電子部品メーカー（仕入先）
より電子部品を仕入し、製造メーカー等に販売しております。

 

家電修理物流配送事業………連結子会社のリード株式会社が家電製品の修理、商品の保管、配
送、取付設置等を行っております。

 

電気関連システム化事業……連結子会社の株式会社システム機器センターが弱電設備の設計・施
工等を行っております。

 

不動産管理事業………………連結子会社の株式会社響和が当社グループの営業設備および賃貸
設備の土地・建物の管理の他、損害保険代理業、ＥＣ事業等を行っ
ております。

　2019年４月１日付で、サンノート株式会社が当社の連結子会社となり、「家庭用品卸販売事
業」に加わりました。
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⑻　主要な営業所および工場（2020年３月31日現在）
①　電気商品卸販売事業
　（当社の主要な事業所）

本　社 大阪市浪速区
営業部 関東営業部（東京都千代田区）、関西営業部（大阪市浪速区）、

九州営業部（福岡市博多区）
支　店 北日本支店（仙台市若林区）、名古屋支店（名古屋市中村区）、

中四国支店（広島市西区）
物流センター 関東物流センター（千葉県柏市）、第二関東物流センター（千葉県流山市）、

関西物流センター（大阪府泉大津市）、九州物流センター（福岡県糟屋郡）
　（子会社（大和無線電器㈱）の主要な事業所）

本　社 京都市右京区
営業部 関東営業部（東京都千代田区）、関西営業部（大阪府吹田市）
物流センター 東日本物流センター（千葉県流山市）、関西物流センター（大阪府東大阪市）、

第二関西物流センター（兵庫県朝来市）
　（子会社（㈱アピックスインターナショナル）の主要な事業所）

本　社 大阪市浪速区
支　社
事務所

愛知県岩倉市
東京都千代田区

②　家庭用品卸販売事業
　（子会社（梶原産業㈱）の主要な事業所）

本　社 大阪府東大阪市
営業部 関東営業部（東京都千代田区）、関西営業部（大阪府東大阪市）
物流センター 本社物流センター（大阪府東大阪市）、柏原物流センター（大阪府柏原市）、

関東物流センター（千葉県流山市）
　（子会社（サンノート㈱）の主要な事業所）

本　社 大阪府富田林市
③　電子部品販売事業（子会社（大和無線電器㈱）の主要な事業所）

京都市右京区
④　家電修理物流配送事業（子会社（リード㈱）の主要な事業所）

京都市南区
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⑤　電気関連システム化事業（子会社（㈱システム機器センター）の主要な事業所）
大阪市浪速区

⑥　不動産管理事業（子会社（㈱響和）の主要な事業所）
大阪市浪速区

⑼　従業員の状況（2020年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
415名 27名増

（注）上記のほか、パートタイマーおよび派遣社員が114名おります。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

146名 ３名減 44.0歳 17.3年
（注）上記のほか、パートタイマーおよび派遣社員が４名おります。

⑽　主要な借入先（2020年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高 ( 百 万 円 ）

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,670
株 式 会 社 北 陸 銀 行 546
株 式 会 社 京 都 銀 行 400
株 式 会 社 滋 賀 銀 行 300
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100
株 式 会 社 り そ な 銀 行 100

（注）上記借入金残高の内、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の870百万円、株式会社北陸銀行の546百万円は、当
社の短期借入金、１年内返済予定の長期借入金、および長期借入金残高であり、それ以外は、子会社
の大和無線電器株式会社および株式会社アピックスインターナショナルの短期借入金残高であります。
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２．会社の株式に関する事項 （2020年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 23,667,000株
⑵　発行済株式の総数 6,665,021株（自己株式を含む）
⑶　株主数 1,163名
⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

株 式 会 社 イ ワ タ ニ 920 15.08
電 響 社 取 引 先 持 株 会 645 10.57
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 300 4.91
株 式 会 社 北 陸 銀 行 295 4.84
電 響 社 従 業 員 持 株 会 200 3.28
中 野 　 修 168 2.76
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 137 2.26
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 120 1.97
オ ー ナ ン バ 株 式 会 社 104 1.70
象 印 マ ホ ー ビ ン 株 式 会 社 102 1.67

（注）１．当社の自己株式564,741株は、上記の表から除いております。
　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
　　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役および監査役の氏名等　（2020年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役
会 長 辻 　 正 秀

代 表 取 締 役
社 長 坂 田 周 平

営業本部長
㈱システム機器センター 代表取締役社長
㈱響和 代表取締役社長

常 務 取 締 役 冨 金 原 弘 寿 営業本部統括部長

取 締 役 公 文 雅 人 大和無線電器㈱ 代表取締役社長
リード㈱ 代表取締役社長

取 締 役 山 下 俊 治 九州営業部長
取 締 役 御 前 仁 志 管理本部長 兼 総務部長
取 締 役 杉 本 純 一 郎 関西営業部長
取 締 役 栗 嶋 裕 充 管理本部統括部長 兼 経理部長
取 締 役 德 丸 公 義
常 勤 監 査 役 稲 津 仁 司
監 査 役 武 貞 文 隆
監 査 役 妙 中 茂 樹

（注）１．2019年６月27日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって代表取締役会長 藤野博氏および常
勤監査役 遊上利之氏は、任期満了により退任いたしました。

２．2019年６月27日開催の第71回定時株主総会において、新たに杉本純一郎氏および栗嶋裕充氏が
取締役に、稲津仁司氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

３．取締役 德丸公義氏は、社外取締役であります。
４．取締役 德丸公義氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見

を有しております。
５．監査役 武貞文隆氏および妙中茂樹氏は、社外監査役であります。
６．監査役 武貞文隆氏は、金融機関における豊富な経験、上場企業の財務および会計に関する業務の

経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
７．監査役 妙中茂樹氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見

を有しております。
８．当社は、取締役 德丸公義氏、監査役 武貞文隆氏および妙中茂樹氏を東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として届け出ております。
９．当社は、社外取締役 德丸公義氏、社外監査役 武貞文隆氏および妙中茂樹氏と、会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とし
ております。
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10．取締役の地位および担当を次のとおり変更しております。
　　2019年６月27日付

氏 名 異 動 後 異 動 前
辻 　 正 秀 代表取締役会長 代表取締役専務　管理本部長
御 前 仁 志 取締役 管理本部長 兼 総務部長 取締役 総務部長

　　2020年４月１日付
氏 名 異 動 後 異 動 前

冨 金 原 弘 寿 常務取締役 東日本営業統括部長 常務取締役 営業本部統括部長

山 下 俊 治 取締役 西日本営業統括部長
兼 関西営業部長 取締役 九州営業部長

杉 本 純 一 郎 取締役 九州営業部長 取締役 関西営業部長

⑵　取締役および監査役の報酬等の総額
当事業年度に係る報酬等の総額

取締役 10名 155百万円 （うち社外取締役　１名　３百万円）
監査役 ４名 20百万円 （うち社外監査役　２名　８百万円）

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．上記の取締役および監査役の員数、報酬等の総額には、2019年６月27日開催の第71回定時株

主総会終結の時をもって退任した取締役１名、監査役１名の在任中の報酬等の総額が含まれて
おります。

３．取締役の報酬等の総額には、2020年６月26日開催予定の第72回定時株主総会において付議い
たします役員賞与28百万円が含まれております。

⑶　社外役員に関する事項
当事業年度における主な活動状況

　社外取締役 德丸公義氏は当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席し、主と
して経験豊富な公認会計士の観点から必要に応じて発言を行っております。
　社外監査役 武貞文隆氏および妙中茂樹氏は当事業年度に開催された取締役会17回すべて
に出席し、それぞれの観点から、取締役会の意思決定の妥当・公正性を確保するため必要に応
じて意見を述べております。
　社外監査役 武貞文隆氏および妙中茂樹氏は当事業年度に開催された監査役会14回すべて
に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
また、会計監査人との意見交換会を実施するとともに、適宜、事業所、グループ会社等の現場
往査を行っております。
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

　　太陽有限責任監査法人

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

　31百万円
②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

　31百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記には、これらの合
計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会
計監査人の監査計画、監査の状況、および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、
会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由
を報告いたします。
　また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合
的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会
計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６．会社の体制および方針
業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
１．取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

⑴　当社は「コンプライアンス基本方針」に基づき、法令および定款の遵守を徹底するとともに、
総務部内にコンプライアンス担当者を置き、コンプライアンス体制の維持・向上を推進する。

⑵　内部監査部門による監査および内部通報制度により、不祥事の早期発見および予防に努める。
⑶　財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築する。また、その体制の整

備・運用状況を定期的に評価し維持・改善に努める。
⑷　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、これ

を断固として排除する。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に基づき、適切に保存および管理する。
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

⑴　当社は「リスク管理規程」に基づき、経営に重大な影響を及ばすおそれのあるリスクに対し、
未然防止、再発防止および迅速な対応に努める。

⑵　取締役および使用人は、リスクを認識した際、その情報内容および入手先等の情報を迅速かつ
正確にリスク管理統括部門である総務部へ報告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴　取締役会は、当社の経営に関わる重要事項の審査ならびに意思決定、会社の事業、経営全般に

対する監督を行う。
⑵　経営の迅速化、事業構造改革推進、監督機能の強化を図るため、業務執行権限の一部を執行役

員に委譲する。
⑶　緊急かつ全社的に重要な影響を及ぼす事項については、多面的かつ慎重な検討を加えるため、

取締役、執行役員等使用人による幹部会議を必要に応じて開催し、その進捗を取締役会に諮問
または報告する。

５．当会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑴　当社は「コンプライアンス基本方針」に基づき、グループ会社全体のコンプライアンス体制の

構築に努める。
⑵　当社は「グループ会社管理規程」に基づき、各グループ会社の状況に応じて必要な管理を行

う。また、各グループ会社の経営成績その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を
義務付ける。

⑶　内部監査部門は、各グループ会社の業務の状況について、定期的に監査を行う。
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６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項

⑴　当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人員を配置す
る。また、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとし、取締役からの指揮は受けないもの
とする。

⑵　当該使用人の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものと
する。

７．当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報
告に関する体制

⑴　当社および子会社の取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、もしく
は発生するおそれがあるとき、または取締役および使用人による違法もしくは不正な行為を発
見したときは、書面もしくは口頭にて監査役に報告する。

⑵　監査役は必要に応じて業務執行に関する報告、説明または関係資料の提出を当社および子会社
の取締役および使用人に求めることができる。

８．上記７.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
　取締役および使用人からの監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密として
保持するとともに、当該通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。

９．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
⑴　当社は、監査役がその職務の執行について費用の前払い等を請求したときは、担当部門におい

て必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
⑵　監査役が職務遂行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アド

バイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。
10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

⑴　取締役および使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努め
る。

⑵　代表取締役と監査役との会合を随時開催し、また内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎
通および効果的な監査業務の遂行を図る。
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11．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
⑴　内部統制システム全般

　当社グループ各社は「グループ会社管理規程」に基づき、経営成績その他の重要情報につい
て定期的に当社への報告を行っております。また、監査役および内部監査室による定期的な業
務監査、内部統制監査を実施しております。

⑵　コンプライアンス
　社内研修などを通じて、役員および使用人のコンプライアンスに関する意識向上を図ってお
ります。また、「内部通報規程」に基づき、社内と社外に通報窓口を設け、内部通報者を保護
するとともに、不正や法令違反を防止しております。

⑶　リスク管理
　当社は、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会を開催し、リスク管理に係る方針
の策定、事業その他業務に係る個別リスクの管理状況の把握、リスク回避措置の指導監督、対
応策の検討等を行っております。

⑷　監査役の監査体制
　当社の監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成され、監査役会は当事業年度に
おいて14回開催し、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
　また、取締役会その他重要な会議への出席、会計監査人との意見交換会の実施、事業所、グ
ループ会社等の現場往査を行うなど、監査の実効性を確保しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
保 険 積 立 金
賃 貸 固 定 資 産
長 期 預 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

19,653
5,646
7,087

673
4,612

25
1

1,607
△1

14,886
3,285
1,311
1,880

93
522
213
294
14

11,078
3,895

107
3,769
2,825

484
△3

流 動 負 債 8,593
支払手形及び買掛金 4,746
短 期 借 入 金 2,600
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 199
未 払 金 485
未 払 法 人 税 等 178
賞 与 引 当 金 145
役 員 賞 与 引 当 金 50
そ の 他 187

固 定 負 債 1,381
長 期 借 入 金 416
繰 延 税 金 負 債 502
退職給付に係る負債 215
預 り 保 証 金 199
そ の 他 46

負 債 合 計 9,975
純 資 産 の 部

科 目 金 額
株 主 資 本 23,598

資 本 金 2,644
資 本 剰 余 金 2,560
利 益 剰 余 金 19,044
自 己 株 式 △650

その他の包括利益累計額 965
その他有価証券評価差額金 961
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 3
純 資 産 合 計 24,564

資 産 合 計 34,539 負債及び純資産合計 34,539
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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連 結 損 益 計 算 書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金　　　　　額

売 上 高 51,579
売 上 原 価 42,867

売 上 総 利 益 8,712
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,595

営 業 利 益 116
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 104
仕 入 割 引 742
不 動 産 賃 貸 収 入 327
そ の 他 143 1,318

営 業 外 費 用
支 払 利 息 9
売 上 割 引 457
不 動 産 賃 貸 原 価 124
為 替 差 損 8
支 払 手 数 料 69
そ の 他 10 679
経 常 利 益 754

特 別 利 益
負 の の れ ん 発 生 益 54 54

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 47
固 定 資 産 除 却 損 9
減 損 損 失 12 69

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 739
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 283
法 人 税 等 調 整 額 44
当 期 純 利 益 411
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 411

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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連結株主資本等変動計算書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株 主 資 本
合 計

2 0 1 9 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 2,644 2,560 18,876 △650 23,431

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △244 △244

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 411 411

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 167 △0 167

2 0 2 0 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 2,644 2,560 19,044 △650 23,598

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証

券評価差額金 繰延ヘッジ損益 そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

2 0 1 9 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 1,206 － 1,206 24,637

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △244
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 411

自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △244 3 △240 △240

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △244 3 △240 △73

2 0 2 0 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 961 3 965 24,564
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の数　　　　　　　７社

　連結子会社の名称　　　　　　大和無線電器株式会社
梶原産業株式会社
サンノート株式会社
株式会社アピックスインターナショナル
リード株式会社
株式会社システム機器センター
株式会社響和

　連結の範囲の変更　　　　　　2019年４月１日付で、サンノート株式会社の全株式を取得したため、当
連結会計年度において連結の範囲に含めております。

②　非連結子会社の名称等
　　該当事項はありません。

⑵　持分法の適用に関する事項
　　該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は下記を除いて連結決算日（毎３月末日）と同一であります。
　　決算日　　　　　　　　　　法人名
　３月20日　　　　　　　　株式会社響和

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

　有価証券
　満期保有目的の債券…………償却原価法（定額法）
　その他有価証券………………（時価のあるもの）

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

（時価のないもの）
移動平均法による原価法

　デリバティブ……………………時価法
　たな卸資産

　当社及び連結子会社は主として月別移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　有形固定資産……………………定率法を採用しております。
　（リース資産を除く）　　　　（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く。）、並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については定額法を採用しております。）
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建　物　31～38年

　無形固定資産……………………定額法を採用しております。
　（リース資産を除く）　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。
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賃貸固定資産……………………定率法を採用しております。
　（リース資産を除く）　　　　（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く。）、並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については定額法を採用しております。）
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建　物　22～47年

　リース資産………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の
方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
　貸倒引当金………………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　賞与引当金………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額の
うち当連結会計年度の負担額を計上しております。

　役員賞与引当金…………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上して
おります。

④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。

⑤　重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについ

て振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象　ヘッジ手段　為替予約取引

ヘッジ対象　輸入に関わる外貨建債務及び外貨建予定取引
ヘッジ方針　　　　　　　将来の為替相場の変動に伴うリスクを回避し、外貨建債務の円貨によるキャ

ッシュ・フローを固定化することを目的として、原則実需の範囲内で為替予
約取引を行っており、投機目的では利用しておりません。

ヘッジ有効性評価の方法　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関係を求めることにより、そ
の有効性を判定しております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項
　　退職給付に係る負債の計上基準
　　　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の残高に基

づき計上しております。
当社及び連結子会社は退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　　消費税等の会計処理方法
　　　税抜方式を採用しております。

⑸　のれんの償却に関する事項
　のれんは20年で均等償却しております。

２．連結貸借対照表に関する注記
⑴　受取手形裏書譲渡高 35百万円
⑵　有形固定資産の減価償却累計額 1,275百万円
⑶　賃貸固定資産の減価償却累計額 2,325百万円
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３．連結損益計算書に関する注記
減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

会 社 名 場 所 用 途 種 類 減 損 損 失
（百万円）

梶原産業㈱ 大阪府東大阪市 事業用資産
土地
器具及び備品
ソフトウエア

5
2
2

梶原産業㈱ 大阪府柏原市 事業用資産 器具及び備品
車輌運搬具

1
0

梶原産業㈱ 東京都千代田区 事業用資産 器具及び備品 0
梶原産業㈱ 千葉県流山市 事業用資産 器具及び備品 0

　資産のグループ化は、事業用資産・賃貸資産に区分し、主としてそれぞれの事業所単位としております。
　当社の100％子会社である梶原産業株式会社は、家庭用品卸販売事業を行っております。しかしながら、
経営環境の悪化により、収益性が低位で推移しております。
　当連結会計年度において、梶原産業株式会社の事業用資産に対して将来の回収可能性を検討した結果、回
収可能価額が帳簿価額を下回ることになることから、減損損失として特別損失に計上しました。
　なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地については合理的に算定した価額により
評価しております。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末
普 通 株 式 6,665千株 －千株 －千株 6,665千株

⑵　自己株式の株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 当連結会計年度末

普 通 株 式 564千株 0千株 －千株 564千株
（注）普通株式の自己株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

イ．2019年６月27日開催の第71回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 122百万円
・１株当たり配当額 20円
・基準日 2019年 3 月31日
・効力発生日 2019年 6 月28日

ロ．2019年11月６日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 122百万円
・１株当たり配当額 20円
・基準日 2019年 9 月30日
・効力発生日 2019年12月 5 日
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②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　　2020年６月26日開催予定の第72回定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり

付議いたします。
・配当金の総額 122百万円
・１株当たり配当額 20円
・基準日 2020年 3 月31日
・効力発生日 2020年 6 月29日

５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項
　①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、経営方針・経営戦略等に照らして、必要な資金を銀行より調達しております。一時的
な余剰資金は主にリスクの極めて低い金融資産で運用し、短期的な運転資金については銀行借入により調
達しております。また、設備資金については、銀行からの長期借入によっております。デリバティブは、
外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であり、投機
的な取引は行っておりません。

　②　金融商品の内容及びそのリスク
　当社の現金及び預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替の変動リスクに晒されております。
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており
ます。
　長期預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月内の支払期日であります。また、その一
部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、通常取引の範囲内で
外貨建営業債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で、先物為替予約取引を行っております。
　短期借入金については、そのほとんどが３ヶ月内の返済期日であります。
　１年内返済予定の長期借入金は、設備資金であります。
　連結子会社が利用しているデリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対する
ヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、
ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に
関する注記⑷　会計方針に関する事項　⑤重要なヘッジ会計の方法に記載のとおりです。

　③　金融商品に係るリスク管理体制
ａ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、取引先の債権管理において、相手先ごとの与信管理を行っており、主要取引先については、
取引信用保険等により一定のリスク低減を図っております。連結子会社においても、当社の債権管理に
準じた方法によりリスク管理を行っております。
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ｂ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社が保有する外貨預金は為替の変動リスク、また、投資有価証券においては市場価格の変動リスク
を有しておりますが、これらのリスク管理は経理部で行っております。また、連結子会社が利用してい
るデリバティブ取引については、必要の範囲内で当社の管理本部責任者の承認のもとで取引を行い、担
当部署において管理しております。
　当社が利用している複合金融商品の契約の相手先及び連結子会社が利用している為替予約取引の契約
の相手先は、信用度の高い国内の銀行であり、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと
認識しております。
　なお、これらの状況については、定例の取締役会で報告・検討しております。
　連結子会社においても、当社に準じた方法によりリスク管理を行っております。

ｃ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、流動性預金の管理は経理部で行っており、支払に関しては、関係部署からの報告に基づき、
流動性リスクを一元的に管理しております。
　連結子会社においても、当社に準じた方法によりリスク管理を行っております。

　④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2020年３月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含まれていません。

連結貸借対照表
計上額（百万円） 時 価（百万円） 差 額（百万円）

⑴　現金及び預金 5,646 5,646 －
⑵　受取手形及び売掛金 7,087 7,087 －
⑶　電子記録債権 673 673 －
⑷　投資有価証券

その他有価証券 3,890 3,890 －
⑸　長期預金 2,825 2,805 △19

資産計 20,122 20,103 △19
⑴　支払手形及び買掛金 4,746 4,746 －
⑵　短期借入金 2,600 2,600 －
⑶　１年内返済予定の長期借入金 199 199 －
⑷　長期借入金 416 416 －

負債計 7,963 7,963 －
デリバティブ取引（*） 5 5 －

（*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資　産
⑴　現金及び預金、⑵　受取手形及び売掛金、⑶　電子記録債権
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

⑷　投資有価証券
　投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、その他の有価証券について
は、取引金融機関等から提示された価格によっております。

⑸　長期預金
　長期預金は、元本が保証されたデリバティブ内包型預金であり、時価の算定方法は、取引金融機
関等から提示された価格によっております。

負　債
⑴　支払手形及び買掛金、⑵　短期借入金、⑶　１年内返済予定の長期借入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

⑷　長期借入金
　変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているた
め、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引の時価については、取引金融機関等から提示された価格等に基づいて算定して
おります。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 4
　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため｢⑷　投
資有価証券　その他有価証券｣には含めておりません。

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内

（百万円）

５年超
10年以内

（百万円）
10年超

（百万円）

現金及び預金 5,646 － － －
受取手形及び売掛金 7,087 － － －
電子記録債権 673 － － －
長期預金 － 325 2,500 －

合計 13,407 325 2,500 －
（注）４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）
５年超

（百万円）

長期借入金 199 216 － － －
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６．賃貸等不動産に関する注記
　当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸事
務所等（土地を含む。）を所有しております。
　なお、賃貸不動産の一部については、一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用さ
れる部分を含む不動産としております。
　これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、
当連結会計年度増減及び時価は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末
の時価（百万円）当 連 結 会 計

年 度 期 首 残 高
当連結会計
年度増減額

当連結会計
年度末残高

賃貸等不動産 3,693 △30 3,663 5,358
賃貸等不動産として使用
される部分を含む不動産 109 △3 105 184

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当連結会計年度の主な増加額は、不動産の取得（13百万円）等によるものであり、主な減少額は

減価償却費（47百万円）等によるものであります。
３．当連結会計年度末の時価は、以下によっております。

⑴　賃貸等不動産のうち、主要な物件については、外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に
基づく金額であります。

⑵　上記⑴以外の賃貸等不動産については、固定資産税評価額等を合理的に調整した価額により算
定した金額であります。

　また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する2020年３月期における
損益は、次のとおりであります。

賃貸収益
（百万円）

賃貸費用
（百万円）

差　　額
（百万円）

そ　の　他
（売却損益等）

（百万円）
賃貸等不動産 321 116 204 －
賃貸等不動産として使用される
部分を含む不動産 6 8 △2 －

（注）賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、一部の連結子会社が使用し
ている部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用
（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。

７．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 4,026円74銭
⑵　１株当たり当期純利益 67円50銭

８．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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９．その他の注記
（企業結合等関係）
　取得による企業結合
⑴　企業結合の概要

①　被取得企業の名称及びその事業の内容
　被取得企業の名称　　　　　　サンノート株式会社
　事業の内容　　　　　　　　　家庭用品卸販売事業

②　企業結合を行った主な理由
　　サンノート株式会社との統合により、同社が取り扱う文房具・家庭用品などの拡充、消費者ニーズ及び

ノウハウの共有・活用化による新商品開発、海外仕入の物流コスト削減などの実現が可能と考えておりま
す。

③企業結合の日
　2019年４月１日
④企業結合の法的形式
　株式の取得
⑤結合後企業の名称
　株式取得後の名称に変更はありません。
⑥取得した議決権比率
　取得後の議決権比率　　　　　　100％
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
　当社が現金を対価とした株式の取得であるため。

⑵　連結損益計算書に含まれている被取得企業の業績の期間
　2019年４月１日から2020年３月31日まで

⑶　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得原価　　　　　　現金 2,095百万円
取得原価 2,095百万円

⑷　主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等　　　　　　　　　　69百万円

⑸　発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因
①発生した負ののれん発生益の金額

54百万円
②発生原因

企業結合時の時価純資産が、取得原価を上回ったことによるものであります。
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 　 　   目 金 　  額 科 　 　  目 金 　  額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
保 険 積 立 金
賃 貸 固 定 資 産
長 期 預 金
そ の 他

8,837
2,870

106
136

3,048
1,960

408
306

18,380
2,482
1,191
1,218

72
183
177

5
15,715
3,091
6,154

32
3,549
2,825

62

流 動 負 債 3,509
買 掛 金 2,115
短 期 借 入 金 800
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 199
未 払 金 180
未 払 法 人 税 等 36
賞 与 引 当 金 60
役 員 賞 与 引 当 金 28
そ の 他 87

固 定 負 債 1,054
長 期 借 入 金 416
繰 延 税 金 負 債 392
退 職 給 付 引 当 金 45
預 り 保 証 金 184
そ の 他 15

負 債 合 計 4,563
純 資 産 の 部

科 目 金 　  額
株 主 資 本 21,658

資 本 金 2,644
資 本 剰 余 金 2,560

資 本 準 備 金 2,560
利 益 剰 余 金 17,103

利 益 準 備 金 360
そ の 他 利 益 剰 余 金 16,742

圧 縮 積 立 金 76
別 途 積 立 金 14,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,666

自 己 株 式 △650
評 価 ・ 換 算 差 額 等 996

その他有価証券評価差額金 996
純 資 産 合 計 22,654

資 産 合 計 27,218 負債及び純資産合計 27,218
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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損　益　計　算　書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 20,289
売 上 原 価 16,955

売 上 総 利 益 3,334
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,601

営 業 損 失 266
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 178
仕 入 割 引 320
不 動 産 賃 貸 収 入 329
そ の 他 94 923

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3
売 上 割 引 116
不 動 産 賃 貸 原 価 117
そ の 他 18 256
経 常 利 益 401

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 47
固 定 資 産 除 却 損 0 48

税 引 前 当 期 純 利 益 353
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 77
法 人 税 等 調 整 額 26
当 期 純 利 益 249

　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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株主資本等変動計算書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計圧 縮

積 立 金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2019年４月１日　残高 2,644 2,560 2,560 360 80 14,000 2,657 17,098
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △244 △244
当 期 純 利 益 249 249
自 己 株 式 の 取 得
圧縮積立金の取崩し △4 4 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － △4 － 9 5
2020年３月31日　残高 2,644 2,560 2,560 360 76 14,000 2,666 17,103

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2019年４月１日　残高 △650 21,653 1,115 1,115 22,769
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △244 △244
当 期 純 利 益 249 249
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
圧縮積立金の取崩し － －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) △119 △119 △119

事業年度中の変動額合計 △0 4 △119 △119 △114
2020年３月31日　残高 △650 21,658 996 996 22,654

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券

子会社株式………………………移動平均法による原価法
満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）
その他有価証券…………………（時価のあるもの）

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

（時価のないもの）
移動平均法による原価法

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　月別移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に
より算定しております。

⑶　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産…………………
　　（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く。）、並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建　物　31～38年

②　無形固定資産…………………
　　（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

③　賃貸固定資産…………………
　　（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く。）、並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建　物　22～47年

④　リース資産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の
方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

⑷　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
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⑸　引当金の計上基準
①　貸倒引当金……………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金……………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額の
うち当事業年度の負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上して
おります。

④　退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、簡便法により当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の残高に基づき計上しております。

⑹　その他計算書類作成のための重要な事項
　　消費税等の会計処理
　　　税抜方式を採用しております。

２．貸借対照表に関する注記
⑴　関係会社に対する短期金銭債権 84百万円
⑵　関係会社に対する短期金銭債務 220百万円
⑶　受取手形裏書譲渡高 16百万円
⑷　有形固定資産の減価償却累計額 650百万円
⑸　賃貸固定資産の減価償却累計額 2,215百万円

３．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
　　売上高 468百万円
　　仕入高 1,905百万円
　　営業取引以外の取引高 228百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
　普通株式 564千株
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５．税効果会計に関する注記
　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　　繰延税金資産

賞与引当金 18百万円
退職給付引当金 13百万円
未払事業税 3百万円
投資有価証券評価損 33百万円
減損損失 113百万円
その他 10百万円
　小計 194百万円
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 △147百万円
　　計 46百万円

　　繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △405百万円
圧縮積立金 △33百万円
　　計 △439百万円

　繰延税金負債の純額 △392百万円

６．関連当事者との取引に関する注記
　該当事項はありません。

７．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 3,713円72銭
⑵　１株当たり当期純利益 40円85銭

８．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
株式会社 電 響 社 2020年５月12日

取　締　役　会　御中
太陽有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 木 　 勇 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柳 　 承 煥 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社電響社の2019年４月１日から2020年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社電響社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

－ 33 －

連結計算書類に係る会計監査報告



連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
株式会社 電 響 社 2020年５月12日

取　締　役　会　御中
太陽有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 木 　 勇 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柳 　 承 煥 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社電響社の2019年４月１日から2020
年３月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第72期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告
書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査方針・監査役監査実施計画・職務の分担に関する事項を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査方針・監査役監査実施計画・職
務の分担に関する事項に従い、取締役、内部監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収
集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査室等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、稟議書等の重要な決裁書類を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び内部監査室等
からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
及び日本公認会計士協会の実務指針（品質管理基準委員会報告書第１号「監査事務所における品質
管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」）に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月13日
株式会社　電　響　社　監査役会

常勤監査役 稲 津 仁 司 ㊞
社外監査役 武 貞 文 隆 ㊞
社外監査役 妙 中 茂 樹 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件

　　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　期末配当に関する事項

　当社は、配当政策を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけており、利益配分につきまし
ては、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主の皆様への安定的な配当の維持および適
正な利益還元を基本としております。
　第72期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を勘案して以下のとお
りといたしたいと存じます。
⑴　配当財産の種類

　金銭
⑵　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金20円　総額122,005,600円
⑶　剰余金の配当が効力を生じる日

　2020年６月29日
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第２号議案　監査役１名選任の件
　監査役武貞文隆氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名
の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

＜新任＞
い わ

岩
ふ ち

渕
 

　
の ぶ

信
お

雄
(1958年６月12日生)

1981年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀
行）入行

2001年４月 同行八尾支店長
2009年４月 同行信濃橋支社長兼法人第一部長
2011年６月 三菱ＵＦＪファクター株式会社取締役大阪支社

長
2016年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長
2018年６月 同社常勤監査役（現）

0株

【社外監査役候補者とした理由】
金融機関における豊富な経験、事業会社における幅広い管理統括業務および監査
役の実績があり、その経験および見識を当社の監査に反映していただけるものと
期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．岩渕信雄氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員

の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
３．当社は、岩渕信雄氏が選任された場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

４．岩渕信雄氏は、2020年６月23日付で、三菱ＵＦＪファクター株式会社の監査役を退任する予定であ
ります。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいた
したいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ）

略 歴
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

し ま

嶋
づ

津
 

　
ゆ う

裕
す け

介
(1970年４月29日生)

1999年４月 弁護士登録
1999年４月 栄光綜合法律事務所入所
2004年１月 弁護士法人栄光 社員
2012年４月 株式会社タカショー監査役（現）
2019年５月 弁護士法人栄光 代表社員（現）

0株

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
弁護士としての専門的見地および豊富な経験等を当社の監査に反映していただけ
るものと期待し、補欠の社外監査役候補者といたしました。なお、嶋津裕介氏は
直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し
ており、監査役の経験も豊富であることから、社外監査役としての職務を適切に
遂行していただけるものと判断いたしました。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．嶋津裕介氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．当社は、嶋津裕介氏が監査役に就任した場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

第４号議案　役員賞与の支給の件
　当期の業績等を勘案して、当期末時点の社外取締役を除く取締役８名に対し、役員賞与総額28
百万円を支給することといたしたいと存じます。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内
会場：大阪市中央区西心斎橋１丁目３番３号
　　　ホテル日航大阪　７階「フォンタナ」
　　　　　　電話（06）6244－1111

◎新型コロナウイルス感染拡大防止の為、極力ご来場をお控えいただくよう
強くお願い申しあげます。

◎ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。
◎体調不良と思われる方、マスクを着用しない方のご入場をお断りする場合

がございます。
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心斎橋駅 地下鉄長堀鶴見緑地線
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ホテル日航大阪

Ｎ

●地下鉄御堂筋線心斎橋駅８番出口直結

（会場には当株主総会専用の駐車場、駐輪場および駐車券の用意はございま
せんので、あしからずご了承くださいますようお願い申しあげます。 ）

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図


